
平成14年８月29日に，原子力安全・保安院および東京

電力（株）によって公表され明らかになった原子力発電所

の原子力プラントの自主点検作業におけるシュラウドな

どの機器のひび割れなどに関する不正な記載問題，すな

わち東電問題に対しては，国民に原子力発電に対する不

信感を与えるものとして，日本原子力学会としても深い

関心を持っている。

まず，９月６日に，この問題に関する会長声明を出

し，９月15日には福島県いわき市で開催された「2002年

秋の大会」で特別セッションを行うとともに，15日付で

の会長声明を学会誌９月号に掲載した。

その後，９月17日に，東京電力より調査結果が公表さ

れ，また国も，９月27日に，経済産業省に設置した東京

電力点検記録等不正の調査過程に関する評価委員会が中

間報告を，10月１日には，原子力安全・保安院が「原子

力発電所における自主点検作業記録の不正等の問題につ

いての中間報告」を，また同日，総合資源エネルギー調

査会原子力安全保安部会原子力安全規制法制検討小委員

会が中間報告を行い，パブリックコメントが求められ

た。原子力安全委員会も10月17日に，声明「原子力発電

施設における自主点検記録の不正等に対する対応につい

て」を行い，さらに10月28日には，原子力安全委員会と

して初めての勧告「原子力安全の信頼の回復に関する勧

告」を行った。新聞などにはその間も連日のように関連

する記事が掲載され，再循環系配管や他の電力会社のプ

ラント，さらに格納容器漏洩率検査等の問題が話題に

なっている。

東電問題は，自主点検記録の記載と規制当局への報告

の問題，ひび割れの安全性と検査の問題，およびこのよ

うな問題に対する社会の受け止め方とコミュニケーショ

ンのありかたの問題，など大きく３つの問題が複雑に絡

み合っており，それぞれの分野にかかわる本学会内の各

組織でも活発な活動が進められている。本学会として

は，事実関係がはっきりした段階で，学会として根本要

因を明らかにして原子力の健全な発展のための提言を行

うことにしているが，現在進められている学会内の活動

を広く知っていただき，会員各位の協力を得る意味で，

各組織，特に倫理委員会，編集委員会，各部会などでの

現段階での活動を報告する。なお，この問題は本学会の

みでなく，例えば維持規格の作成を行っている日本機械

学会などでも深い関心を持っているのでその状況を，ま

た本件は外国でも関心を持たれており，IAEA総会での

話題も紹介する。

○倫理委員会
倫理委員会は，９月15日の秋の大会で遺憾の意を表し

た声明を出すとともに，10月18日には，東電の報告に対

し倫理的観点から責任問題と再発防止策に対する提言を

行った。すなわち，技術者倫理の観点から，９月17日の

東京電力の調査報告書の内容が再発防止に十分である

か，倫理委員会が寄与できることはないか，という観点

で議論した。そして調査報告書の内容はおおむね妥当で

はあるものの，次の２点を提言することとなり，学会の

ホームページに掲載した。１点目は，責任を負うべき組

織は個人の集合であることに鑑み，個々の構成員の置か

れた状況や行為を調査・公表し，再発防止の教訓に資す

べきという点である。これは責任追求と切り離すべきも

ので，国民にもその点の理解を要望した。２点目は，再

発防止の体制整備策はおおむね妥当であるが，その体制

が機能しているか評価する仕組を作るべき，というもの

である。これに関連して，委員会も評価指標作りなどに

協力することを表明したが，この点に関して今後，英知

を集めたく，委員会として広く意見を待っている。

○編集委員会
会員が知りたいことを適切なタイミングで記事にする

という基本方針に則り，２つの企画を考えている。第１

は，シュラウドのひび割れと安全性に関する記事で，「秋

の大会」での報告をベースに，小林英男（東工大），班目

春樹（東大），前川 治（東芝）の３氏に執筆を依頼した。

なお，シュラウドだけを取り上げてすむのかという批判

があると思うが，すべてが明らかになるのを待つという

ことでは時を失するということで，取り上げられる話題

から随時取り上げるということで進めている。第２は，

この問題に対する近藤駿介（東大），竹内敬二（朝日新聞

論説委員），谷口武俊（電中研），牧野 昇（NSネット）の

４氏による緊急座談会を10月28日に行い，本号に掲載し

ている。

○社会環境部会
９月15日の「秋の大会」でのチェインディスカッション

でこの問題を取り上げたが，268名（うち非学会員は約３

分の１）の参加があり，盛況であった。この内容は，ホー
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ムページに掲載し，一方「エネルギー」誌からの取材もあ

り，これには部会員２名が対応した。

部会の今後の活動は，「社会からの信頼回復に向けて」

を標榜し，まず，社会環境部会員の全体討論会を開き，

多くの意見を聞くことを検討している。それらの意見を

もとに，学会内の委員会，部会，各支部などと連携した

活動を考えていくこととし，具体的には，来年「春の年

会」（佐世保）でもチェインディスカッションに反映して

いく予定である。これら活動に対し各方面の協力依頼を

している。

○ヒューマンマシンシステム部会
部会としての統一的な声明などは行っていないが，有

志が集まり，組織管理のありかたなどに関して意見交換

を行っている。今回，東京電力ほかの組織が陥った状況

の背景，事件が報道された後の対応における社会的配慮

の不足などについても議論が進んでいる。また，この問

題を含め，いわゆる不祥事があると判で押したように規

制強化などで対処するのは，本当の意味の安全確保には

むしろ逆効果となる危惧もあることを，ヒューマンファ

クタの視点から指摘すべきではないかというような議論

もなされている。

○日本機械学会と発電用設備規格委員会の活動
日本機械学会の発電用設備規格委員会は，この問題に

深い関係のある維持規格を作成制定しているが，９月15

日の原子力学会「秋の大会」での特別セッション，および

９月27日の機械学会「年次大会」における特別セッション

において，委員が講師として協力した。その後，原子力

安全規制法制検討小委員会の中間報告案の意見募集に対

応した。すなわち，この問題の原因の一つに規制基準の

曖昧さがある。具申した意見は，「国に報告されなかっ

たこと」と「自主点検結果を事業者の技術的な判断のもと

で処理した」ことを区別すべきこと，「国が確認すべきこ

と」と「事業者が確認する内容」の明確化，などである。

（なお，これらの点について原子力学会でも標準委員会

や倫理委員会で意見を具申すべきとの議論があったが，

維持規格を作成している日本機械学会発電用設備規格委

員会が具申することから今回は見送っている）

○IAEA総会での話題
９月17日のウイーンでの IAEA総会と並行開催のプ

ラントライフマネジメントに関するサイエンティフィッ

クフォーラムにパネラー・スピーカーとして出席した倫

理委員会副委員長・原産の宅間正夫氏は，前日，尾身大

臣が総会演説で触れた東電問題について，このパネルで

も以下の説明をした。「まだ正式な東電からの報告書が

ない段階での産業界側からの私見」であるが，「この問題

は緊急の安全問題ではないことは規制当局も表明してい

る。しかし，これには３つの重要な点がある。ひとつは

「技術面」で，もうひとつは「企業統治面」，３番目は「発

電所立地地域への影響」で，企業，規制当局への不信が

あり，今後信頼回復に努力するとともに必要な基準整備

を行っていくこと」をコメントした。反響として，技術

者・経営者の倫理の重要性（米国学会関係者），日本は

JCO事故の対応がまだ不充分ではないか，というコメ

ントがあった。 （2002年 11月１日 記）

791東電問題に対する学会活動について

日本原子力学会誌, Vol. 44, No. 11（2002） （ 27 ）


